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■ メールアドレスの(新規)、(変更)又は(廃止)登録について ■ 

 

岡山市では、平成３１年４月１日から介護サービス運営に関する情報（市からの各種通知・緊急災害情

報・研修開催案内等）を、Ｅメールで情報提供を実施しています。  

＊メールアドレス等で(新規)、(変更)又は(廃止)があれば、早急に登録メールを送信してください。 

 

１ 該当サービス 

訪問居宅事業者係    
・該当サービス 
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、 
居宅療養管理指導、福祉用具貸与、福祉用具購入、居宅介護支援・介護予防支援 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 

・送信先    ji2_shidou@city.okayama.jp 

通所事業者係            
・該当サービス 
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、 
看護小規模多機能型居宅介護、通所リハビリテーション 

・送信先  ji3_shidou@city.okayama.jp 

施設係        
・該当サービス 
短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、 
特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、 
介護老人保健施設、介護医療院 

・送信先    ji-shidou@city.okayama.jp 

 

 

＊令和７年９月からメールアドレスが変更になっていますのでご注意ください!! 

          （変更前） ○○○○.okayama.lg.jp 

                    （変更後） ○○○○.okayama.jp 
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2 以下の内容をメールで送信してください。 
メール件名  サービス名 メールアドレスの登録(新規)、(変更)又は(廃止)  
メール本文   1 事業所番号 10 桁  

2 事業所名称  
3 サービス名  
4 電話番号  
5 担当者名  

(注意)  
 ・送信元のメールアドレスが登録されます。 

      ・同一の事業所番号で、複数サービスを実施している場合でも、サービスごとに、それぞれ 
メールを送信してください。 

・予防と総合事業は、別々に登録する必要はありませんが、総合事業だけを実施している場合

は、登録する必要があります。 

３ 登録確認 

送信されたメールに対し、事業者指導課から登録確認のメールを返信します。 
返信は１週間以内に行います。返信がない場合はお手数ですが、メール送信先の担当係に お問い 
合わせください。 
 

（問い合わせ先） 

岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 

700-0913 岡山市大供三丁目１－１８ ＫＳＢ会館４階 

Tel：086-212-1012（訪問居宅事業者係） 

Tel：086-212-1013（通所事業者係） 

Tel：086-212-1014（施設係） 
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令和７年度 
 

生活保護法における 

介護扶助について 

 
 

 

 

 

 

岡山市保健福祉局障害・生活福祉部 

生活保護・自立支援課 
 

  

介護扶助に関するより詳しい内容については、岡山市のホームページに掲載しています 
『指定介護機関の手引き』をご覧ください。 
 
 
 
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000032677.html 

岡山市 指定介護機関の手引き 検索🔍 
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生活保護法における介護扶助について 
 
１  生活保護とは 

生活保護とは、病気や事故、その他の理由で、収入がなくなったり、少なくなったりし

たとき、最低限度の生活ができるように、国が決めた基準にもとづいて、生活費や医療費

などの不足分を援助し、一日も早く自分の力で生活できるように手助けをする制度です。

生活保護の制度以外で利用できるもの（能力、資産、他の法律等による給付など）がある

場合は、そちらを優先して受けていただく必要があります。 

生活保護には、生活保護を受給している人（以下「被保護者」という。）に毎月支払われ

るもの（生活扶助等）や、各機関に直接支払われるもの（医療扶助等）などいくつかの種

類があり、必要に応じて支給されます。各機関に直接支払われるものの一つに「介護扶助」

があります。 

 
２  被保護者における介護扶助の実施について 

①第１号被保険者（６５歳以上の被保護者） 
介護保険の第１号被保険者として、介護保険サービス利用時の利用者負担分（１割）

が、介護扶助費として国保連を通じて給付されます。 

 
②第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の被保護者で、医療保険に加入している者） 

特定１６疾病により介護が必要と認定された場合は、介護保険の第２号被保険者とし

て、介護保険サービス利用時の利用者負担分（１割）が、介護扶助として国保連を通じ

て給付されます。 

 
③被保険者以外の者（４０歳以上６５歳未満の被保護者で、医療保険未加入の者） 

介護保険の被保険者にはなれませんが、特定１６疾病により介護が必要と認定された

者（以下「生保単独者」という。）については、介護保険と同内容の介護サービスを生活

保護法により受けることができます。この場合、介護サービスに係る費用の全額（10 割）

が、介護扶助として国保連を通じて給付されます。 

なお、生保単独者については、介護保険の適用がなく全額生活保護で給付されること

から、他の法律等による給付を優先して受けていただく必要があり、障害者総合支援法

に基づく自立支援給付がこれにあたります。 

 

区分 対象者 介護費用負担 

第１号被保険者 ６５歳以上の者 

（生活保護受給者でも被保険者とな

ります） 

介護保険９０％ 

(９割) 

介護扶助 

１０％ 

（１割） 

第２号被保険者 ４０歳以上６５歳未満の医療保険

(社会保険)加入者※で、特定疾病に

より要介護(要支援)状態の者 

介護保険９０％ 

(９割) 

介護扶助 

１０％ 

（１割） 

被保険者以外の者 ４０歳以上６５歳未満の医療保険未

加入者※で、特定疾病により要介護

(要支援)状態の者 

介護扶助１００％ 

（１０割） 

※ 国民健康保険に加入していた場合は、生活保護受給者になることにより、国民健康 

保険の被保険者から除かれるため被保険者以外の者となります。 
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３  介護券について 
被保護者からの介護扶助の申請に基づき、福祉事務所で介護扶助の決定を行います。 

介護扶助の決定にはケアプラン等の写しが必要になります。 

介護扶助が決定された場合は、福祉事務所から介護サービスの種類に応じて、介護券が

発行されます。 

介護券は暦月を単位として発行されますので、介護報酬の請求の際には、福祉事務所か

ら送付した介護券を毎月必ず確認し、介護給付費明細書等に必要事項を正確に転記してく

ださい。 

なお、被保護者であっても、年金等の収入がある方については自己負担が生じる場合が

あります。 

自己負担額については、介護券の「本人支払額」の欄にてご確認いただくと共に、介護

報酬の請求に際しては「公費分本人負担」の欄にその金額を記入のうえ、その額を差し引

いた額を国保連あてにご請求ください。 

 
４  生活保護法における指定介護機関の指定等 

介護扶助の実施にあたっては、生活保護法の指定を受けた介護機関にこれを委託するこ

とにより行われます。（生活保護法第 34条の 2）。 

平成 26 年 7 月 1日以降、新たに介護機関を開設する事業者につきましては、介護保険法

に基づく指定又は開設許可を受ければ、生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指

定を受けたものとみなされることになりました。  

 したがって、生活保護法のみなし指定を希望しない介護機関（地域密着型介護老人福祉

施設及び介護老人福祉施設を除く。）につきましては、生活保護法の指定を不要とする旨の

申出書を、生活保護・自立支援課にご提出していただく必要があります。 

また、平成 26年 7 月 1日より前に介護保険法に基づく指定又は開設許可を受けている介

護機関で、現在生活保護法の指定を受けていない介護機関が新たに生活保護法による指定

を希望する場合につきましては、新たに生活保護法における指定等の手続きが必要となり

ます。 

なお、令和７年の生活保護法改正により、令和８年４月１日からは、名称等の変更又は

廃止・休止・再開についても介護保険法と同一の届出があったものとみなされることにな

ります。 

 

５ 指定介護機関等の義務 

（１）介護担当義務 

指定介護機関は、厚生労働大臣の定めるところ（指定介護機関介護担当規程）により、

懇切丁寧に被保護者の介護を担当しなければならない。（生活保護法第 54 条の 2 第 5 項

において準用する同法第 50 条第 1 項） 

 

（２）介護の方針及び介護の報酬に関する義務 

  ① 指定介護機関の介護の方針及び介護の報酬は、介護保険の介護の方針及び介護の報

酬の例によること。 

    これによることが適当でないときの介護の方針及び介護の報酬は、厚生労働大臣の

定めるところ（「生活保護法第 54条の 2第 5 項において準用する同法 52 条第 2項の規

定による介護の方針及び介護の報酬」（昭和 12 年 4 月厚生省告示 214 号））によること。

（生活保護法第 54 条の 2 第 5 項において準用する同法第 52 条第 2 項） 
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  ② 介護の内容及び介護の報酬の請求について市長の審査を受け、市長の行う介護の報

酬額の決定に従うこと。（生活保護法第 54 条の 2 第 5 項において準用する同法第 53 条

第 2 項） 

 

（３）指導等に従う義務 

  ① 被保護者の介護について、市長の行う指導に従うこと。（生活保護法第 54 条の 2 第

5 項において準用する同法第 50 条第 2 項） 

  ② 介護内容及び介護の報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、市長の報告

命令に従うこと。 

    また、市長が職員に当該介護機関に対して行わせる立入り検査に応じること。（生活

保護法第 54 条の 2 第 5項において準用する同法第 54 条第 1 項） 

 

（４）変更等の届出の義務 

   指定介護機関は、生活保護法施行規則第 14 条及び第 15 条の規定に基づく事由が生じ

た場合には、所定の用紙により速やかに届出を行うこと。 

 

（５）標示の義務 

   指定医療機関等は、生活保護法施行規則第 13 条の規定による標示を、その業務を行う

場所の見やすい箇所に掲示すること。（生活保護法施行規則第 13条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

居宅介護支援計画・要介護認定の変更時には、必ず福祉

事務所への連絡をお願いします。 

ご不明な点があれば、事前に福祉事務所の担当ＣＷへ相

談をしてください。 
 

 

※ 指定申請書・変更届書等については岡山市ホームページの次の場所からダウンロー

ドしていただけます。 

 

【様式等ダウンロード場所】 

    ○岡山市トップページ 

  ＞ 事業者情報 

  ＞  事業を営んでいる方   

  ＞  生活保護法指定医療機関・介護機関   

  ＞ 【様式】生活保護法等に基づく指定医療機関・指定介護機関・指定助産師・ 

指定施術者の変更、廃止、休止、再開または辞退の届出について 

  

  （アドレス） https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000032681.html 

  （アドレス） https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000032685.html 
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指定介護機関介護担当規程 

平成 12 年 3 月 31 日 厚生省告示第 191 号 

 
生活保護法（昭和 25年法律第 144 号）第 54 条の 2第 4 項において準用する同法第 50条第１項

の規定により、指定介護機関介護担当規程を次のように定め、平成 12 年 4 月 1 日から適用する。 

 

指定介護機関介護担当規程 

（指定介護機関の義務） 

第１条 指定介護機関は、生活保護法に定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、

介護を必要とする被保護者（以下「要介護者」という。）の介護を担当しなければならない。 

（提供義務） 

第２条 指定介護機関は、保護の実施機関から要介護者の介護の委託を受けたときは、当該要介護

者に対する介護サービスの提供を正当な事由がなく拒んではならない。 

（介護券） 

第３条 指定介護機関は、要介護者に対し介護サービスを提供するに当たっては、当該要介護者に

ついて発給された介護券が有効であることを確かめなければならない。 

（援助） 

第４条 指定介護機関は、要介護者に対し自ら適切な介護サービスを提供することが困難であると

認めたときは、速やかに、要介護者が所定の手続をすることができるよう当該要介護者に対し

必要な援助を与えなければならない。 

（証明書等の交付） 

第５条 指定介護機関は、その介護サービスの提供中の要介護者及び保護の実施機関から生活保護

法（昭和 25 年法律第 144 号）による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求められ

たときは、無償でこれを交付しなければならない。 

（介護記録） 

第６条 指定介護機関は、要介護者に関する介護記録に、介護保険の例によって介護サービスの提

供に関し必要な事項を記載し、これを他の介護記録と区別して整備しなければならない。 

（帳簿） 

第７条 指定介護機関は、介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結

の日から５年間保存しなければならない。 

（通知） 

第８条 指定介護機関は、要介護者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った場合

には、速やかに、意見を付して介護券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。 

一 要介護者が正当な理由なくして、介護サービスの提供に関する指導に従わないとき。 

二 要介護者が詐欺その他不正な手段により介護サービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。 
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生活保護法第 54 条の 2第 5 項において準用する同法第

52 条第 2 項の規定による介護の方針及び介護の報酬 

                         平成 12年 4月 19 日  厚生省告示第 214 号 

                 最終改正 令和 6年 3月 29 日 厚生労働省告示第 180 号 

 
生活保護法（昭和 25年法律第 144 号）第 54 条の 2第 4 項において準用する同法第 52条第 2項

の規定に基づき、生活保護法第 54 条の 2 第 4 項において準用する同法第 52 条第 2 項の規定によ

る介護の方針及び介護の報酬を次のように定め、平成 12 年 4 月 1 日から適用する。 

 

生活保護法第 54 条の 2第 5 項において準用する同法第 52 条第 2 項の規定による介護の方針及び

介護の報酬 

一 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 37 号）

第 127 条第 3 項第 3 号に規定する利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第 145 条第 3 項

第 3 号に規定する利用者が選定する特別な療養室等の提供は、行わない。 

二 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令

第 34号）第 136 条第 3項第 3 号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行わない。 

三 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 39 号）第

9 条第 3 項第 3号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行わない。 

四 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 40

号）第 11 条第 3 項第 3号に規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は、行わない。 

五 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年厚生労働省令第 5 号)

第 14 条第 3 項第 3号に規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は、行わない。 

六 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 35 号）第 135

条第 3 項第 3 号に規定する利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第 190 条第 3 項第 3 号

に規定する利用者が選定する特別な療養室等の提供は、行わない。 

七 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 51 条の 3 第 1 項に規定する特定入所者に対しては、

同条第 2 項第 1 号に規定する食費の基準費用額又は同項第 2 号に規定する居住費の基準費用額

を超える費用を要する食事又は居室の提供は、行わない。 

八 介護保険法第51条の3第5項に基づき特定入所者介護サービス費の支給があったものとみな

された場合にあっては、同条第 2 項第 1 号に規定する食費の負担限度額又は同項第２号に規定

する居住費の負担限度額を超える額の支払を受けてはならない。 

九 介護保険法第 61 条の 3第 1 項に規定する特定入所者に対しては、同条第 2 項第 1号に規定す

る食費の基準費用額又は同項第 2 号に規定する滞在費の基準費用額を超える食事又は居室の提

供は、行わない。 

十 介護保険法第61条の3第5項に基づき特定入所者介護予防サービス費の支給があったものと

みなされた場合にあっては、同条第 2 項第 1 号に規定する食費の負担限度額又は同項第 2 号に

規定する滞在費の負担限度額を超える額の支払を受けてはならない。 
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